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１．離職票―１  氏名や口座番号などを記入してください。 

ただし、個人番号欄はハローワークに来所してから、窓口でご本人様が記載してください。 
２．離職票―２ 
 
３．マイナンバーカード 
マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の①個人番号及び②身元（実在）確認書類をお持ちください。  
① 個人番号確認書類（いずれか１種類）通知カード、個人番号の記載のある住民票（住民票記載事項証明書） 
② 身元（実在）確認書類（（１）のうちいずれか１種類。 
（１）の書類をお持ちでない方は、（２）のうち異なる２種類（コピー不可）） 
（１）運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書（写真付き）など  
（２）公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など 

 
４．本人の印鑑（認印可・スタンプ印以外） 
 
５．写真２枚（最近の写真、正面上半身、ﾀﾃ 3.0㎝×ﾖｺ 2.4㎝。１枚は離職票－２にある写真貼付欄に 

貼付してください） 
本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとにマイナンバーカードを提示する場合には顔写真を 
省略することが可能です。 

 
６．本人名義の預金通帳（一部の金融機関を除く） 
 
７．船員であった方は船員保険失業保険証および船員手帳 

        

 





 
 
 
 





上記の手当以外にも「常用就職支度手当」があります。いずれの手当も 

支給要件などの詳細については、ハローワークにお問い合わせください。 
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※（出）は出張所、（分）は分室 

地方運輸支局等 ※船員であった方で、離職後引き続き船員での就職を希望される方 
 

地方運輸支局 
 

所在地(郵便番号) 電話番号 管 轄 区 域 

鹿児島運輸支局 892-0812 
鹿児島市浜町 2番 5-1号  

鹿児島港湾合同庁舎２階 (099)－222－5660  鹿児島県全域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハローワーク 
(公共職業安定所) 所在地 (郵便番号) 電話番号 管 轄 区 域 

鹿 児 島 890-8555 鹿児島市下荒田 1丁目 43－28 (099)－250－6060  鹿児島市、鹿児島郡 

熊 毛 （ 出 ） 891-3101 西之表市西之表 16314-6 (0997)－22－1318 西之表市、熊毛郡 

川 内 895-0063 
薩摩川内市若葉町 4-24  

川内地方合同庁舎１階 
(0996)－22－8609 薩摩川内市 

宮之城（出） 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地 2035-3 (0996)－53－0153 薩摩郡 

鹿 屋 893-0007 
鹿屋市北田町 3-3-11  

鹿屋市産業支援センター1階 
(0994)－42－4135 鹿屋市、垂水市、肝属郡 

国 分 899-4332 霧島市国分中央 1丁目 4-35 (0995)－45－5311 霧島市、姶良市 

大 口 （ 出 ） 895-2511 伊佐市大口里 768-1 (0995)－22－8609 伊佐市、姶良郡 

加 世 田 897-0031 南さつま市加世田東本町 35-11 (0993)－53－5111 
南さつま市、枕崎市、 
南九州市のうち知覧町・川辺町 

伊 集 院 899-2521 日置市伊集院町大田 825-3 (099)－273－3161 日置市、いちき串木野市 

大 隅 899-8102 曽於市大隅町岩川 5575-1 (099)－482－1265 曽於市、志布志市、曽於郡 

出 水 899-0201 出水市緑町 37-5 (0996)－62－0685 出水市、阿久根市、出水郡 

名 瀬 894-0036 奄美市名瀬長浜町 1-1 (0997)－52－4611 
奄美市、瀬戸内町、大和村、宇検村、 
龍郷町、喜界町、和泊町、知名町、与論町 

徳之島（分） 891-7101 大島郡徳之島町亀津 553-1 (0997)－82－1438 徳之島町、天城町、伊仙町 

指 宿 891-0404 指宿市東方 9489-11 (0993)－22－4135 指宿市、南九州市のうち頴娃町 

詳しい手続きについては、最寄りのハローワーク（公共職業安定所）にお尋ねください。 

ハローワーク（公共職業安定所）窓口のご利用について 

※ 雇用保険の手続きは、月曜日～金曜日（休祝日・年末年始を除く）の８時 30分～17時 15分で

す。また、「受給資格決定」の他に「求職の申込み」の手続きもあり、求職申込みには一定の時間

がかかること等から、16時前までのご来所をお勧めさせていただきます。 

※ 職業相談には一定の時間がかかること等から、職業相談・職業紹介をご利用いただくにあたって

の時間帯（夜間開庁や土曜開庁の日は除いた平日）は、９時～17時の間のご利用をお勧めさせて

いただきます。 

※ ご来所の際は、駐車場が限られていますので、なるべく公共交通機関をご利用いただくようお願

いいたします。 

厚生労働省 HPに雇用保険のQ&Aを掲載しておりますので、ご覧ください。 

【URLはこちら】http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html 

ハローワーク（公共職業安定所） 一覧表 

厚生労働省 HP に雇用保険の Q&A を掲載しておりますので、ご覧ください。

【URL はこちら】http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html F-B10284
この印刷製品は、環境に配慮した
資材と工場で製造されています。


